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５ 景観形成重点地区

5-1 景観形成重点地区の目的

本市の景観形成を具体的に実現していくためには、その必要性が高く、熟度の高い地区から段階的、重点的に事

業を進めることが効果的です。そこで、このような地区を景観形成重点地区として指定し、地区ごとに整備基準を定

めて必要な助言や指導、景観形成の促進のために必要な助成を行いながら、それぞれの地区にふさわしいまちづくり

を進めることにより、本市における先導的な役割を果たすこととなります。

はりまや橋東景観形成重点地区 はりまや橋西景観形成重点地区

（平成９年５月 20 日指定） （平成 12 年２月 29 日指定）

高知城周辺景観形成重点地区

（平成 18 年 10 月２日指定）

5-2 景観形成重点地区の選定条件

景観形成重点地区の選定は、次いずれかの項目に該当する地区より行います。

１．歴史的特徴のある景観が存在し、あるいはそれらを生かした効果的な景観形成が望まれる地区

２．水辺やみどりなど自然と調和した景観が存在し、あるいはそれらを生かした効果的な景観形成が望まれる地区

３．田畑や漁港などとともに住宅が集積し、一体となった景観が存在し、あるいはそれらを生かした効果的な景観形成が望まれる地区

４．商工業など業務施設が集積し、一体となった景観が存在し、あるいはそれらを生かした効果的な景観形成が望まれる地区

５．個性的な住宅地景観が存在し、あるいはそれらを生かした効果的な景観形成が望まれる地区

６．道路、河川などに沿って特徴のある景観が存在し、あるいはそれらを生かした効果的な景観形成が望まれる地区

７．優れたシンボルとなるものへの眺望、あるいはそれらの良好な眺望が確保されている地区

８．文化的で魅力のあるまちなみの創出や、自然を生かしたゆとりと潤いのある快適なまちづくりのために、景観形成を図ることが特に

必要と認められる地区




























